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「第３次富士見市地域福祉計画（案）」に対する意見募集の結果について 

令和３年３月３日 

福 祉 課 

意見募集結果及び寄せられた意見に対する市の考え方について、次のとおり公表します。 

ご協力に感謝申し上げます 

【意見募集の集計結果】 

１ 意見募集期間 
令和 ３年  １月  ４日（ 月 ）から 

令和 ３年  ２月  ３日（ 水 ）まで 

２ 意見の件数        ２  件 

３ 意見提出方法 

ホームページ応募専用フォーム ０人 

郵送 ０人 

ファクシミリ １人 

直接持参 ０人 

４ 反映状況 

Ａ 意見を反映し、案を修正したもの ０件 

Ｂ 既に案で対応済みのもの ０件 

Ｃ 今後の参考とするもの ２件 

Ｄ その他 ０件 

【募集意見】  （２件） 

No 意見概要 市の考え方 
反映 

状況 

１ 【P.49 「基本施策① 包括的な支

援体制の構築」、P.52 「包括的な

支援体制の構築に向けた検討会議

の設置」のところ】 

介護保険サービスの利用が優先さ

れる若年性認知症や脳卒中の後遺

症で高次脳機能障害となった第２

号被保険者の方が、併用できる障

「包括的な支援体制の構築に向け

た検討会議」については、地域の

中で複合的な課題を抱える方に対

する包括的な相談支援体制を検討

する場になります。ご指摘のとお

り、若年性認知症や高次脳機能障

害の方は、包括的な支援が必要な

要援護者に含まれる可能性がござ

Ｃ 



害福祉サービスにつながらない現

状がございます。また、多くの場

合、それらの方々は、生活保護の

対象となると、他法優先で、障害

福祉サービスの利用が優先され、

支援体制が大幅に変更になりま

す。そういった方々への対応につ

いても、包括的な支援体制の構築

に向けた検討会議で、取り上げて

いくことを計画に記していただけ

ると嬉しく存じます。例えば、

【地域の中で複合的な課題を抱え

る要援護者】の例として「若年性

認知症や高次脳機能障害」のこと

を記すなど。 

います。いただいたご意見を参考

に、高齢・障がい等の福祉部門間

の連携を強化するとともに、包括

的な相談支援体制の構築に取り組

んでまいります。 

２ 【P.45 「成年後見制度の利用促

進」、P.46 「富士見市成年後見制

度利用促進計画」のところ】 

成年後見制度利用の開始原因とし

て、成年後見制度の認知症、統合

失調症、知的障害、高次脳機能障

害、遷延性意識障害などがあるこ

とを明記して、高次脳機能障害も

対象であることを周知してくださ

い。 

成年後見制度の対象といたしまし

ては、国の「成年後見制度の利用

の促進に関する法律」と同様に、

「認知症、知的障がい、精神障が

いなど」と個別の病名などは入れ

ずに記載しておりますが、様々な

障がいや疾患により判断能力が十

分でなくなった方々を対象として

おります。高次脳機能障害や遷延

性意識障害の方につきましても、

成年後見制度の利用が必要な場合

は、しっかり対応しております

が、ご意見を参考に今後の周知方

法を工夫するなど啓発に努めてま

いります。 

Ｃ 

 


